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【発行・問合せ先】川南町役場まちづくり課 TEL:0983-27-8002 

川南町ホームページ URL:http://www.town.kawaminami.miyazaki.jp 
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繁忙期における役場内休日窓口開設について 

今回川南町役場では、就学、就職及び転勤における住民異動が増大する年度末に、休 

日窓口を開設します。休日窓口の開設日時、対応部署及び業務内容については、下記の 

とおりです。 

 

【日 時】 平成 27 年 3 月 28 日(土)、29 日(日)の 2日間  

 

【対応部署及び業務】 

 

(1) 町民健康課 

 

・印鑑登録申請の受付・国民健康保険にかかる業務・後期高齢者医療にかかる業務 

・住民異動届に伴う国民年金にかかる業務(その他の国民年金業務は行いません。) 

(2) 税 務 課（通常業務は行いません。） 

(3) 福 祉 課（通常業務は行いません。） 

 

【注意事項】 他自治体及び団体に電話確認を要する業務は、相手先自治体等が休日業務を行っていない場合、対応でき

ないことも考えられますので、その点は予め御了承ください。 

また、町民健康課住民係窓口では、本人確認のため免許証等の身分証明書の提示を求めますので、必ずお

持ちください。（写真付きなら１つ、写真なしなら２つ必要） 

（町民健康課） 

 

 

 

 

 

川南町の人口 

(平成 2７年 2 月 1 日現在）) 

【夜間納税相談】 3 月 16 日(月) 

30 日(月) 

 

※夜間納税相談日は、20 時 

まで税務課窓口で相談でき 

ます。日中の相談が難しい 

方は、御利用ください。 

回覧板は次の人のために読み終えたら早めに回すようにしましょう！ 

お願い 

月日 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

回

覧

確認印

・住民異動届(「転入、転出及び転居等」以下省略)の受付 

・住民異動届に伴う業務 

・住民異動届に伴う業務 

午前 8時 30 分 から 午後 5 時 15 分 

・戸籍届受付(ただし通常休日同様に宿直受付のみ)・戸籍謄本等、住民票及び印鑑証明の発行 



川南町育英会奨学生募集について 

川南町育英会では、平成 27 年度の奨学生を次のとおり募集します。希望者が多い場合には、選考により決定する

ことになりますので、御了承ください。 

【資 格】 （1）来年度に高校、大学（短期大学及び専門学校生を含む）及び大学院に在学している方（ただ

し、大学院は 2 年間） 

          （2）保護者が町内に在住していること 

 

         （3）貸与後、規程どおりの返還が可能な方 

【貸付金額（月額）】 高校生                                      15,000 円 

専門学生、短期大学生及び大学生（大学院生を含む）20,000 円 

 

【申込み期間】 平成 27 年 4 月 10 日（金） 

※申請書等は、教育課（場所：文化ホール横 生涯学習センター2 階）に準備しています。 

 

【申請・お問合せ先】 川南町教育委員会 教育課 TEL 27-8019 

（教育課） 

 

小中学校の転入学等手続について 

お子様の小中学校の入学又は転学がある場合は、次の手続が必要です。保護者の皆様が各手続を行ってください。 

【町外から転入された方】 （1）町民健康課住民係で転入手続を行ってください。 

（2）町民健康課住民係で受け取った通知書と前学校で受け取った書類を転学先の学校へお持ちく 

ださい。 

 

【町外へ転出される方】 （1）事前に在学中の学校及び転学先の学校事務室に連絡してください。 

（2）町民健康課住民係で転出手続を行ってください。 

（3）現在在学中の学校で「転学先の学校へ持参する書類」を受け取ってください。 

 

【町内転居する場合】 （1）通学区域が変わらないとき・・・町民健康課住民係で住所変更の手続を行ってください。 

（2）通学区域が変わるとき・・・事前に在学中の学校及び転学先の学校事務室に連絡してい 

ただき、町民健康課住民係で住所変更の手続を行ってください。 

 

【通学区域について】 通学区域とは、学校に通学する地域を定めた範囲のことで、それぞれ小中学校ごとに規則で定めて

います。町のホームページからでも確認できますが、お住まいの地域がどの学校へ通うべきかわか

らないときは、教育課にお問合わせください。また、指定された学校以外への通学を諸事情により

希望される場合には、まず教育課まで御相談ください。 

 

【区域外就学について】 区域外就学とは、町内にお住まいのまま、町外の小中学校へ就学することです。就学希望先が市町

村立の小中学校の場合は、就学したい小中学校のある教育委員会で区域外就学の申請が必要です。

就学希望先が国立、県立及びは私立の小中学校の場合は、教育課で区域外就学の申請を行ってくだ

さい。その際、就学予定校の入学許可証（これに類するもの）の写しが必要です。 

 

【問 合 せ 先】 川南町教育委員会 教育課 TEL 27-8019 

（教育課） 

 

平成 27 年第 2 回川南町議会定例会のお知らせについて 

川南町議会定例会は、3月、6月、9月、12 月の年 4回開会します。3月定例会は川南町長の招集告示後に開会します。

3 月上旬に会期日程（案）等を川南町ホームページに掲載しますので御覧ください。また、定例会は議場傍聴席（定員 30

人）と庁舎内放送（一般質問を放送）で聴くことができます。平成 27 年度予算の議案審議も行われますので、是非、お

越しください。 

（議会事務局） 

 



高齢者肺炎球菌ワクチンの助成について 

高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種は平成 26 年 10 月 1 日より定期予防接種となっております。下記の対象の方が

定期接種として接種を受けることができるのは平成 27 年 3月 31 日までです。接種を希望の方は早めにお受けくださ

い。 

【平成２６年度対象者】 

対象者 生年月日 

65 歳になる人 昭和 24 年 4 月 2日生～昭和 25 年 4月 1日生 

70 歳になる人 昭和 19 年 4 月 2日生～昭和 20 年 4月 1日生 

75 歳になる人 昭和 14 年 4 月 2日生～昭和 15 年 4月 1日生 

80 歳になる人 昭和 9年 4月 2 日生～昭和 10 年 4月 1日生 

85 歳になる人 昭和 4年 4月 2 日生～昭和 5 年 4月 1日生 

90 歳になる人 大正 13 年 4 月 2日生～大正 14 年 4月 1日生 

95 歳になる人 大正 8年 4月 2 日生～大正 9 年 4月 1日生 

100 歳になる人 大正 3年 4月 2 日生～大正 4 年 4月 1日生 

101 歳以上の人 大正 3年 4月 1 日以前の生まれ 

 

【助 成 期 間】 平成 26 年 10 月 1 日（水）～平成 27 年 3月 31 日（月） 

 

【自己負担額】 2,500 円（生活保護の方は費用免除する接種券を配布しますので、接種前に保健センターに手続き 

にお越しください。なお、手続きには印鑑が必要です。）  

 

【問 合 せ 先】 町民健康課 健康推進係（保健センター） TEL 27-8009 

（町民健康課） 

 

麻しん風しん混合（MR）ワクチン全額補助について 

全国的な風しん流行から、平成 25 年 6 月 20 日より麻しん風しん混合（ＭＲ）ワクチンの接種費用を全額補助して

おります。接種期間が平成 27 年 3月 31 日までとなっております。麻しん、風しんに罹患したことがない方、予防接

種を受けたことが不明な方は早めに予防接種を受けましょう。 

 

【接種対象者】 川南町に住民票がある方で以下に該当する方 

(1)昭和 49 年 4 月 2日から平成 2年 4月 1 日生まれの男女 

(2)現在妊娠している女性の夫 

【助 成 期 間】 平成 27 年 3 月 31 日 

【接 種 費 用】 自己負担額 無料 

【接種時に持参する物】 住所、年齢を確認できるもの（健康保険証、運転免許証など） 

           母子手帳（お持ちの方） 

【接種医療機関】 町内の予防接種委託医療機関 ５か所 

糸井医院・喜多医院・尾鈴クリニック・川南病院・林クリニック 

※必ず病院に予約をして受診してください。 

【接種上の注意事項】 妊娠している方は接種できません。また、女性の方は接種後２ヶ月間、妊娠を避ける必要がありま 

す。 

【問い合せ先】 川南町役場 町民健康課 健康推進係（保健センター） TEL ２７－８００９ 

 

（町民健康課） 

 

健康カレンダーの日程訂正について 

 ３月に配布しております健康カレンダーの「すくすく教室」の日程が変更になりましたのでお知らせします。 

【変 更 前】 平成２７年１０月２９日（木） 

【変 更 後】 平成２７年１０月２７日（火） 

（町民健康課） 

 

 



戸籍だよりへの掲載を希望されない場合は、届出の際に窓口でその旨をお知らせください。

戸籍だよりへの掲載を希望されない場合は、届出の際に窓口でその旨をお知らせください。

 

 


